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財産の管理・運用と資産承継対策に活用する
家族信託のつかい方

財産の戦略デザイン研究会 月例セミナー

認知症対策だけではない
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１．信託を使いこなすために信託の基本を確認する
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信託、これだけしっかりと覚えておく ①

信託法

（定義）
第二条
この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的（専らその者の利益を図る目的を除く。同条におい
て同じ。）に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成の
ために必要な行為をすべきものとすることをいう。
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所有権を移転する

財産の所有者
信託する者

目的達成のために
財産を管理・処分する者

委託者 受託者

信託財産

または または

委託者・受託者・信託財産 【親子で信託することを例に】
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認知症対策と相続対策に活用することができるとても便利な制度

信託する財産の「管理・処分」と「承継」の仕組み
認知症対策 遺言と同じ機能

信託は、

5

信託で何ができる？
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信託の要件

１．財産が存在すること 信託財産（受託者に帰属する財産）

２．信託財産について達成したい目的が定められていること 信託目的

３．特定の者が、目的達成のために信託財産を管理・処分および必要な行為をすること

受託者が、目的達成のために、信託財産を管理・処分および必要な行為をする
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信託法を確認する ②
信託財産

受託者に属する財産。
信託により管理又は処分すべき一切の財産（信託法 2条3項）

信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、
管理処分等により受託者が得た財産（信託法 16条）

受託者は、信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを区別して
管理する義務がある（信託法 34条）
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信託法を確認する ③

受託者

信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理
又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務
を負う者（信託法 2条5項）

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的達成
のために必要な行為をする権限を有する（信託法 26条）

ただし、信託行為により権限に制限を加えることができる
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受益者、受益権

（定義）第二条
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（略）
６ この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
７ この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務で
あって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権
（以下「受益債権」という。）及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その
他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。

信託法を確認する ④
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ポイント
受託者が受益者に負う債務
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信託の方法

１．信託契約を締結する方法

２．遺言する方法

３．自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の
当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示

信託契約による信託

遺言による信託

自己信託

信託に関する公正証書作成件数
2023年 4,434件

ほとんどが信託契約
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信託契約 4,179件
遺言信託    150件
自己信託    105件

任意後見契約 1万6,176件
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残余の信託財産は
帰属権利者等へ

（残余財産受益者又は
帰属権利者）

信託契約

資産を移転

信託財産の
利益の給付

信託財産

委託者 受託者 受益者

受託者は
自身の固有資産と
分別して管理

信託が終了すると信託目的を実現するため
信託財産を管理・処分

資産の所有者の家族

1枚で理解する家族信託
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信託に関する税務を理解
相続税法 第9条の２

1項 信託を開始したとき

2項 信託の期間中。新たな受益者が生じたとき

3項 信託の期間中。一部の受益者が存在しなくなり、新たな受益者が生じたとき

4項 信託終了時

5項 特定委託者 【これは意識しなくてよい】

6項 みなし規定
信託の権利を取得したものは、信託財産の資産・負債を取得し承継したものとみなす



Copyright 2024 Keishisha, Inc. All Rights Reserved. 13

（贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利）
第九条の二 信託（退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを
除く。以下同じ。）の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受
益者等（受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同
じ。）となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等と
なる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与（当該委託者の死亡に基
因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈）により取得したものとみなす。
２ 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等
が存するに至つた場合（第四項の規定の適用がある場合を除く。）には、当該受益者等が
存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当
該信託の受益者等であつた者から贈与（当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益
者等が存するに至つた場合には、遺贈）により取得したものとみなす。

相続税法を確認する ①
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第九条の二 つづき
３ 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合に
おいて、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する
権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなく
なつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であ
つた者から贈与（当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、
遺贈）により取得したものとみなす。
４ 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託
の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受
けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、
又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産（当該信託の終了の直前において
その者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託
に関する権利に相当するものを除く。）を当該信託の受益者等から贈与（当該受益者等
の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈）により取得したものとみなす。

相続税法を確認する ②
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６ 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に
関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、
又は承継したものとみなして、この法律（第四十一条第二項を除く。）の規定を適用する。ただ
し、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第二十九号（定義）に規定する集団
投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号
（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属）に規
定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

5項 省略

4項の規定については、
信託財産に属する資産及び負債を取得または承継したものとみなされない

第九条の二 つづき

相続税法を確認する ③
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２．信託の３つの機能を活用する

認知症対策に限らない信託
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資産管理、相続・事業承継対策に有効な信託の３つの機能

◇ 分ける機能

◇ 継ぐ機能

◇ まとめる機能

を活用する信託の



管理・処分する
権利

使用する・
収益を得る
権利

資産を所有 信
託

貸す・直す・売る・買う・
権利を行使する

信託を利用し所有する資産の権利を分ける

信託の
委託者

信託の
受託者

信託の
受益者

Copyright 2024 Keishisha, Inc. All Rights Reserved.

★所有権（民法 第206条） 所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する
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信託契約

資産を移転して
管理を任せる

利益の給付
資産の所有者

（その資産を委ねる人）
資産の所有者に信頼される
（資産を託される人）

資産からの利益を受ける人

信託する資産

委 託 者 受託者 受益者

信託の分ける機能 【よく使われているケース】

自社株

議決権行使

株主総会

議決権
財産権
【配当受領】

管理・処分する権利
 （議決権行使）

収益を得る権利
（配当の受領）

分ける

自社株の株主

受託者は自身の固有資産と
分別して管理する

19

議決権行使
の指図
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自己信託

特定の財産を
信託財産として
分別して管理

利益（配当）の給付
資産からの利益を受ける人受託者
受益者

信託の分ける機能 【分ける機能を使いこなす】

議決権 財産権
【配当受領】

管理・処分する権利
 （議決権行使）

収益を得る権利
（配当の受領）

分ける

自社株の株主

20

信託財産として分別する
自社株

委託者
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信託契約

資産を移転して
管理を任せる

利益の給付
資産の所有者

（その資産を委ねる人）
資産の所有者に信頼される
（資産を託される人）

資産からの利益を受ける人

信託する資産

委 託 者 受託者 受益者

管理・処分する権利 収益を得る権利

管理・処分

信託の継ぐ機能 【よく使われているケース】
信託した資産を継ぐ

受益者が亡くなると信託は終了
残余信託財産の
帰属者（後継者）

継ぐ例：
受託者を務めた
後継者が帰属者

受託者は自身の固有資産と
分別して管理する

21

賃貸マンション
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信託契約

資産を移転して
管理を任せる

利益の給付
資産の所有者

（その資産を委ねる人）
資産の所有者に信頼される
（資産を託される人）

資産からの利益を受ける人

信託する資産

委 託 者 受託者 受益者

管理・処分する権利 収益を得る権利

信託財産

管理・処分

賃貸マンション

信託の継ぐ機能 【信託ならではの継ぎ方】

当初の受益者が亡くなると

次の受益者

収益を得る権利を次の人へ 【受益者連続型信託】

継ぐ賃貸マンションの所有者

受託者は自身の固有資産と
分別して管理する

22
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信託契約

資産を移転して
管理を任せる

利益の給付
資産の所有者

（その資産を委ねる人）
資産の所有者に信頼される
（資産を託される人）

資産からの利益を受ける人

信託する資産

委 託 者 受託者 受益者

管理・処分する権利 収益を得る権利

信託財産

管理・処分

信託前の所有割合で！

夫婦で共有する
賃貸マンション

【賃貸マンションを例に】 管理・処分する権利を受託者にまとめる

信託のまとめる機能 【まとめる機能を使いこなす】

50％ 50％ 100％
まとめる

50％ 50％

受託者は自身の固有資産と
分別して管理する
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受託者

法人

株主総会 会社

受益権 受益権

受益権 受益権

受益者委託者

配当

信託契約

信託契約

所有権移転

所有権移転
株主

信託のまとめる機能 【さらに、まとめる機能を使いこなす】

受益権を相続させることも可能

受益者が亡くなっても、株主は
変わらない

終了を
どうするか？
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実は、結構ニーズがあるが、取扱いは要注意の信託

受益権複層化信託
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収益受益権
信託に関する権利のうち
信託財産の管理及び運用によって生ずる
利益を受ける権利

元本受益権
信託に関する権利のうち
信託財産自体を受ける権利

受益権

受託者

信託財産

受益権が質的に分割⇒⇒受益権の複層化

受益債権

受益債権

相続税法基本通達9-13

収益受益権と元本受益権
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管理・処分

信託契約

資産を移転

信託財産の
利益を給付

信託財産

委託者

受託者

収益受益者

受託者は
自身の固有資産と
分別して管理

受益権複層化信託のイメージ

信託目的
元本受益者

信託終了時
信託財産を

給付

収益受益権

元本受益権
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信託
財産を移転

受託者
信託財産
を管理

利益を給付

利益を給付

利益を給付
利益を給付

信
託
終
了

信託財産を給付

受益者への給付のイメージ
収益受益者は、
信託終了まで
信託財産の利益の給付を受ける

元本受益者は、
信託終了時に
信託財産の給付を受ける

受益者

委託者



Copyright 2024 Keishisha, Inc. All Rights Reserved. 29

受益権複層化信託を利用して管理・承継する資産の例

委託者 受託者信託契約

信託財産

信託譲渡

所有権移転登記
信託登記

管理・処分

収益受益者

元本受益者

賃借人
（スーパー運営会社）

賃貸料事業用
定期借地契約

信託財産の
利益を給付

信託終了時
信託財産を
給付
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委
託
者
が
所
有
す
る
土
地

信
託
財
産

信
託
受
益
権

信
託
受
益
権

信託 【収益受益権】
これまでと同様に
地代を得る
【所得税の負担】

【元本受益権】
元本受益権は、
委託者から受益者
への贈与となる
【贈与税の負担】

信託受益権の評価額のイメージ
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信
託
財
産
の
評
価
額

100

収益受益権

元本受益権

47.15

52.85

税務上の信託受益権の評価額を算出するにあたり重要となる信託の仕組みについて

信託期間 基準年利率
信託財産の

収益
信託財産の収益の

現在価値

1 0.25 5 4.99

2 0.25 5 4.975

3 0.5 5 4.925

4 0.5 5 4.9

5 0.5 5 4.875

6 0.5 5 4.855

7 1.5 5 4.505

8 1.5 5 4.44

9 1.5 5 4.375

10 1.5 5 4.31

47.15


Sheet1

				信託期間 シンタク キカン		基準年利率 キジュン ネンリリツ		信託財産の
収益 シンタク ザイサン シュウエキ		信託財産の収益の
現在価値 シンタク ザイサン シュウエキ ゲンザイ カチ				複利減価率 フクリ ゲンカ リツ

				1		0.25		5		4.99				0.998

				2		0.25		5		4.975				0.995

				3		0.5		5		4.925				0.985

				4		0.5		5		4.9				0.98

				5		0.5		5		4.875				0.975

				6		0.5		5		4.855				0.971

				7		1.5		5		4.505				0.901

				8		1.5		5		4.44				0.888

				9		1.5		5		4.375				0.875

				10		1.5		5		4.31				0.862

										47.15
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0

2000

4000

6000

8000

10000

設定時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 終了時

信託受益権評価額の推移 収収収収収収収収 収収収収収収収収

信託設定して10年後に相続が発生
収益受益権の評価額が
相続税の課税対象となる

信託受益権の評価額推移のイメージ
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受益権複層化信託の信託期間
受益者が連続する受益権複層化信託を作ることも可能
そのニーズもある
しかし、多くの受益権複層化信託では受益者が連続する信託とはしない
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信託設定して10年後に元本受益者の相続が発生

課税対象となる

信託受益権の評価額推移のイメージ
課税対象となる
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次回のお知らせ

10月17日（木）18時～19時
Zoomを利用してのオンラインセミナーです

中小企業の社長に、「財産の戦略デザイン」を提案する その方法



ご留意事項

・本資料は、作成日現在の法律・税制等に基づくものです。
・本資料にシミュレーションが含まれる場合、前提として記載している想定条件に基づくシミュレーションであり、
実際の状況とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。
・本資料は、情報を提供するために作成したものであり、その確実性・完全性に関して保証するものではありません。
実際の個別具体的な税務に関する相談、法律に関する相談については、本資料を取得された方ご自身の責任で弁護士、
会計士、税理士などの各専門家にご相談いただくようお願い申し上げます。
・本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、今後、予告なしに変更されることがあります。
当社は本書のアップデートを行うことをお約束いたしません。
・本資料に記載された商品・サービス等については、その実行・提供をお約束するものではありません。
・本資料は当社の財産であり、要求があったときは当社に返還され、本資料を取得した方が作成した写しは破棄されるものとします。
本資料を取得された方及び当社のいずれも上記に反する表明や誓約に依拠することはできません。

  本資料作成日：令和6年9月25日
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